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災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例の一部を改正

する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （補償基礎額） 

第５条 〔略〕 

２ 前項の補償基礎額は、従事者が防災業務

に従事したことにより死亡し、負傷し、若

しくは病気にかかり、又は防災業務に従事

したことによる負傷若しくは病気により死

亡し、若しくは障害の状態となった場合に

は、８，９００円とする。ただし、その額

が、その者の通常得ている収入の日額に比

して公正を欠くと認められるときは、１万

４，２００円を超えない範囲内においてこ

れを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、従

事者の死亡若しくは負傷の原因である事故

が発生した日又は診断により死亡の原因で

ある病気の発生が確定した日若しくは診断

により病気の発生が確定した日（以下「事

故発生日」という。）において、他に生計

のみちがなく主として従事者の扶養を受け

ていたものを扶養親族とし、扶養親族のあ

る従事者については、前項の規定による金

額に、第１号又は第３号から第６号までの

いずれかに該当する扶養親族については１

人につき２１７円を、第２号に該当する扶

養親族については１人につき３３３円を、

それぞれ加算して得た額をもって補償基礎

額とする。 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

４ 〔略〕 

   付 則 

 （障害補償年金前払一時金） 

第１条の４ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 障害補償年金前払一時金が支給される場

合には、当該障害補償年金前払一時金に係

る障害補償年金は、当該障害補償年金を支

給すべき事由が生じた日の属する月の翌月

（第１項の申出が第２項ただし書の規定に

 〔同左〕 

第５条 〔略〕 

２ 前項の補償基礎額は、従事者が防災業務

に従事したことにより死亡し、負傷し、若

しくは病気にかかり、又は防災業務に従事

したことによる負傷若しくは病気により死

亡し、若しくは障害の状態となった場合に

は、８，８００円とする。ただし、その額

が、その者の通常得ている収入の日額に比

して公正を欠くと認められるときは、１万

４，２００円を超えない範囲内においてこ

れを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、従

事者の死亡若しくは負傷の原因である事故

が発生した日又は診断により死亡の原因で

ある病気の発生が確定した日若しくは診断

により病気の発生が確定した日において、

他に生計のみちがなく主として従事者の扶

養を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある従事者については、前項の規定

による金額に、第１号又は第３号から第６

号までのいずれかに該当する扶養親族につ

いては１人につき２１７円を、第２号に該

当する扶養親族については１人につき３３

３円を、それぞれ加算して得た額をもって

補償基礎額とする。 

 

 ⑴～⑹ 〔略〕 

４ 〔略〕 

   付 則 

 〔同左〕 

第１条の４ 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

 

 

 

 



 

 

よるものである場合には、当該申出が行わ

れた日の属する月の翌月）から、次に掲げ

る額の合計額が当該障害補償年金前払一時

金の額に達するまでの間、その支給を停止

する。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該障害補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の障害補償年金の支給期

月から１年を経過する月後の各月に支給

されるべき障害補償年金の額を、事故発

生日における法定利率に当該支給期月以

後の経過年数（当該年数に１年未満の端 

  数があるときは、これを切り捨てた年数）

  を乗じて得た数に１を加えた数で除して

得た額 

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の

停止が終了する月に係る障害補償年金の額

は、当該終了する月が、同項に規定する支

給期月から起算して１年以内の場合にあっ

ては当該障害補償年金前払一時金の額から

同項の規定により各月に支給されるべき当

該障害補償年金の額の全額につき支給が停

止される期間に係る同項の規定による合計

額（以下この項において「全額停止期間に 

 係る合計額」という。）を差し引いた額を、

 当該支給期月から起算して１年を超える場

合にあっては当該障害補償年金前払一時金

の額から全額停止期間に係る合計額を差し

引いた額に事故発生日における法定利率に

当該終了する月の前項に規定する経過年数

を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得

た額を、それぞれ当該終了する月に支給さ

れるべき当該障害補償年金の額から差し引

いた額とする。 

 （遺族補償年金前払一時金） 

第２条 〔略〕 

２～６ 〔略〕 

７ 遺族補償年金前払一時金が支給される場

合には、当該遺族補償年金前払一時金の支

給の原因たる従事者の死亡に係る遺族補償

年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事

由が生じた日の属する月（次条第２項の規

定に基づき遺族補償年金を受けることがで

 

 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該障害補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の障害補償年金の支給期

月から１年を経過する月後の各月に支給

されるべき障害補償年金の額を、１００ 

  分の５に当該支給期月以後の経過年数 

  （当該年数に１年未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた年数）を乗じて得

た数に１を加えた数で除して得た額 

 

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の

停止が終了する月に係る障害補償年金の額

は、当該終了する月が、同項に規定する支

給期月から起算して１年以内の場合にあっ

ては当該障害補償年金前払一時金の額から

同項の規定により各月に支給されるべき当

該障害補償年金の額の全額につき支給が停

止される期間に係る同項の規定による合計

額（以下この項において「全額停止期間に 

 係る合計額」という。）を差し引いた額を、

 当該支給期月から起算して１年を超える場

合にあっては当該障害補償年金前払一時金

の額から全額停止期間に係る合計額を差し

引いた額に１００分の５に当該終了する月

の前項に規定する経過年数を乗じて得た数

に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞ

れ当該終了する月に支給されるべき当該障

害補償年金の額から差し引いた額とする。 

 

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２～６ 〔略〕 

７ 〔同左〕 

 

 

 

 

 



 

 

きることとされた遺族であって当該遺族補

償年金を受ける権利を有することとなった

もの（以下この項において「特例遺族補償

年金受給権者」という。）が第１項の申出

を行った場合にあっては、その者が当該遺

族補償年金に係る従事者の死亡の時期に応

じ次条第２項の表の右欄に掲げる年齢（以

下この項において「支給停止解除年齢」と

いう。）に達する月）の翌月（第１項の申

出が第２項ただし書の規定によるものであ

る場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月）から、次に掲げる額の合計額

が当該遺族補償年金前払一時金の額に達す

るまでの間、その支給を停止する。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該遺族補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の遺族補償年金の支給期

月から１年を経過する月後の各月に支給

されるべき遺族補償年金の額を、事故発

生日における法定利率に当該支給期月以

後の経過年数（当該年数に１年未満の端 

  数があるときは、これを切り捨てた年数）

  を乗じて得た数に１を加えた数で除して

得た額 

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の

停止が終了する月に係る遺族補償年金の額

は、当該終了する月が、同項に規定する支

給期月から起算して１年以内の場合にあっ

ては当該遺族補償年金前払一時金の額から

同項の規定により各月に支給されるべき当

該遺族補償年金の額の全額につき支給が停

止される期間に係る同項の規定による合計

額（以下この項において「全額停止期間に 

 係る合計額」という。）を差し引いた額を、

 当該支給期月から起算して１年を超える場

合にあっては当該遺族補償年金前払一時金

の額から全額停止期間に係る合計額を差し

引いた額に事故発生日における法定利率に

当該終了する月の前項に規定する経過年数

を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得

た額を、それぞれ当該終了する月に支給さ

れるべき当該遺族補償年金の額から差し引

いた額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 当該遺族補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の遺族補償年金の支給期

月から１年を経過する月後の各月に支給

されるべき遺族補償年金の額を、１００ 

  分の５に当該支給期月以後の経過年数 

  （当該年数に１年未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた年数）を乗じて得

た数に１を加えた数で除して得た額 

 

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の

停止が終了する月に係る遺族補償年金の額

は、当該終了する月が、同項に規定する支

給期月から起算して１年以内の場合にあっ

ては当該遺族補償年金前払一時金の額から

同項の規定により各月に支給されるべき当

該遺族補償年金の額の全額につき支給が停

止される期間に係る同項の規定による合計

額（以下この項において「全額停止期間に 

 係る合計額」という。）を差し引いた額を、

 当該支給期月から起算して１年を超える場

合にあっては当該遺族補償年金前払一時金

の額から全額停止期間に係る合計額を差し

引いた額に１００分の５に当該終了する月

の前項に規定する経過年数を乗じて得た数

に１を加えた数を乗じて得た額を、それぞ

れ当該終了する月に支給されるべき当該遺

族補償年金の額から差し引いた額とする。 

 



 

 

９ 〔略〕 ９ 〔略〕 
     

   付 則 

 （施行期日等） 
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害に際し応急措置

の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例（以下「新条例」という。）の

規定は、令和２年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

 （経過措置） 

２ 新条例第５条第２項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた災害に際し

応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例第５条第１項に規定す

る損害補償（以下「損害補償」という。）並びに適用日前に支給すべき事由の生じ

た適用日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４

号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下「傷

病補償年金等」という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損

害補償（傷病補償年金等を除く。）及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日

前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
３ 適用日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にお

いて、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損

害補償に関する条例第５条第２項の規定に基づく損害補償（適用日から施行日の前

日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。）及び傷病補償年金等（適用日

から施行日の前日までの間に係る分に限る。）として支払われた金額は、これらに

相当する新条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。 


